
都市計画法第３４条第２号（観光資源等の有効利用上必要な施設）の運用基準 

 （趣旨） 

第１条 この基準は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第３４

条第２号及び都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下「令」という。）第３６

条第１項第３号イの規定に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （対象地区） 

第２条 この基準で対象とする地区は、次の表の左欄に掲げる地区とし、地区の区域は同表

右欄に掲げる地区の区域とする。 

地区 地区の区域 

山寺 山寺の一部（別図１） 

蔵王温泉 蔵王温泉の一部（別図２） 

黒沢温泉 大字黒沢の一部（山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に

関する条例（平成２９年市条例第３号。以下「条例」という。）第

５条第１項の規定に基づき指定し、同条第２項において準用する

同条例第３条第３項の規定により告示した既存集落区域のうち、

山形市大字黒沢の一部として指定した区域）（別図３） 

平清水 大字平清水の一部（条例第３条第１項の規定に基づき指定し、同

条第３項の規定により告示した市街化区域隣接・近接区域のうち、

山形市大字平清水の一部として指定した区域）（別図４） 

２ 前項の規定にかかわらず、地区の区域に次に掲げる区域を含まないものとする。 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成１２年法    

律第５７号)第９条第１項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和４４年法律第５７号)第３条第 

１項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域 

 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号)第８条第２項第１号

に規定する農用地区域 

 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４条第１項又は第５条第１項に規定する許

可がなされる見込みがない農地の区域 

 森林法(昭和２６年法律第２４９号)第２５条又は２５条の２の規定により指定され

た保安林の区域 

  法第１２条の４第 1項第 1号に掲げる地区計画を定めた区域 

 法第５３条の規定に基づく建築の許可が必要な区域。ただし、「山形市都市計画道

路見直し計画」(平成２９年３月策定)において、廃止候補路線又は幅員縮小候補路線

のうち現道に合わせて縮小する路線に定められている区間番号の区域内の区域は、こ

の限りでない。 

 水防法(昭和２４年法律第１９３号)第１４条第１項に規定する洪水浸水想定区域。

ただし、浸水対策に必要な対策を講じるなど、当該施設の立地を市長が認める場合は

この限りでない。 



 蔵王山の噴火活動が活発化した場合の山形市避難計画（平成２９年１月策定）にお

ける融雪型火山泥流の被害想定区域。ただし、火山泥流対策に必要な対策を講じるな

ど、当該施設の立地を市長が認める場合はこの限りでない。 

 （予定建築物の用途） 

第３条 この基準で認められる建築物（以下「建築物」という。）の用途は、前条で定める次

の表の左欄のいずれかに該当する地区の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる用途とす

る。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第 

１２２号）第２条各項に規定する営業を行うための建築物は除くものとする。 

地区 用途 

山寺   宿泊施設（旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条の許可を

得た又は得る見込みのある宿泊施設をいう。以下同じ。） 

 飲食店（主に観光客を対象とした飲食店をいう。以下同じ。） 

 店舗（主に物産品、地場産品、土産物又は観光資源に関連する物品

の販売する店舗をいう。以下同じ。） 

 コンビニエンスストア 

 公衆浴場（建築基準法別表第２（い）第７号に規定する建築物をい

う。以下同じ。） 

 展示場（観光資源やその歴史等を展示する展示場をいう。以下同

じ。） 

 維持管理施設（観光価値を維持するための施設をいう。以下同じ。）

 給油所（主に観光客を対象とした給油所又は電気自動車用充電スタ

ンドをいう。以下同じ。） 

蔵王温泉  宿泊施設 

 飲食店 

 店舗 

 コンビニエンスストア 

 公衆浴場 

 展示場 

 維持管理施設 

 給油所 

黒沢温泉  宿泊施設 

 飲食店 

 店舗 

 公衆浴場 

平清水  飲食店 

 店舗 

 工房（主に観光客を対象とした陶芸品を製作する工房、教室又は工

場をいう。） 

 展示場 



２ 予定建築物は、自己の業務の用に供する（建築物の所有者と設置運営者が同一であり、

かつ、当該建築物内において継続的に自己の業務に係る経済活動が行われることをいう。）

ものとする。ただし、建築物の賃貸借等に基づき、継続かつ適正に運営できることが認め

られ、かつ、貸主と借主の連名で申請を行う場合は、この限りでない。 

（予定建築物の用途に係る要件） 

第４条 前条第１項の表に掲げる予定建築物の用途は、次の各号に掲げる建築敷地内におい

て、予定建築物の用途の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件のいずれにも該当す

るものとする。 

(１) 山寺地区に建築できる宿泊施設及び公衆浴場 次に定める要件 

ア  建築敷地の面積が原則３,０００㎡未満であること。ただし、市長が認める場合は、 

この限りでない。 

   イ  予定建築物の高さが１５ｍ以下であること。ただし、既存の建築物の高さが１５ 

    ｍを超えていた場合は、予定建築物の高さの限度は、当該既存の建築物の高さとす 

る。 

     ウ 容積率の最高限度は、１０分の２０であり、かつ、建蔽率の最高限度は１０分 

    の６であること。 

(２) 蔵王地区に建築できる宿泊施設及び公衆浴場 次に定める要件 

  ア  建築敷地の面積が原則３,０００㎡未満であること。ただし、市長が認める場合は 

この限りでない。  

(３) 飲食店、店舗、コンビニエンスストア及び工房 次に定める要件 

ア 建築物の敷地面積が原則１,０００㎡未満であること。ただし、市長が認める場合 

は、この限りでない。 

   イ 予定建築物の高さが１２ｍ以下であること。ただし、既存の建築物の高さが１２ｍ 

を超えていた場合は、予定建築物の高さの限度は、当該建築物の高さとする。 

   ウ 容積率の最高限度は、１０分の２０であり、かつ、建蔽率の最高限度は１０分の 

    ６であること。 

   エ 予定建築物がコンビニエンスストアの場合は、延べ床面積２５０㎡以下であるこ

と。 

(４) 展示場及び維持管理施設 次に定める要件 

  ア 建築物の敷地面積が原則３,０００㎡未満であること。ただし、市長が認める場合 

は、この限りでない。 

イ 予定建築物の高さが１２ｍ以下であること。ただし、既存の建築物の高さが１２ｍ  

を超えた場合は、予定建築物の高さの限度は、当該建築物の高さとする。 

   ウ 容積率の最高限度は、１０分の２０であり、かつ、建蔽率の最高限度は１０分の 

    ６であること。 

(５) 給油所 

ア 建築物の敷地面積が原則３,０００㎡未満であること。ただし、市長が認める場 

合はこの限りでない。 

   イ 予定建築物の高さが１５ｍ以下であること。ただし、既存の建築物の高さが１５   

    ｍを超えた場合は、予定建築物の高さの限度は、当該建築物の高さとする。 



   ウ 容積率の最高限度は、１０分の２０であり、かつ、建蔽率の最高限度は１０分の 

６であること。 

（景観） 

第５条 山形市景観計画（平成３１年４月策定）で定める景観形成基準に基づき、建築物の

外壁及び屋根の色彩は、景観類型別色彩基準に適合するものであること。 

（事前説明） 

第６条 申請者等は、山形市開発指導要綱の規定に基づき、開発周辺に影響をおよぼすおそ

れのあるものについては、事前に当該開発区域周辺の住民に対して説明会を開催し、当該

開発行為について同意を得るよう努めるものとする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この運用基準は、平成２９年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この運用基準が施行される前に、法第３４条第２号又は令第３６条第１項第３号イに該

当し、法に規定する許可を受けた建築物については、当該建築物の敷地面積を拡張する場

合を除き、この基準は適用されないものとする。 

附 則 

 この運用基準は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この運用基準は、平成３１年４月１日から施行する。 












